
山陽小野田市告示第６０号 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第２条第２項の

特定空家等について、山陽小野田市空家等対策の推進に関する条例（平成２９年条例第

１６号）第１１条第１項の規定に基づき緊急安全措置を実施したが、所有者等の所在等

が特定できないため、同条第３項及び山陽小野田市空家等対策の推進に関する条例施行

規則（平成２９年６月３０日規則第３５号）第１１条第３項に基づき、次のように告示

すること。 

 

令和６年４月２３日 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二 

 

１ 緊急安全措置を講じた空家等の所在地 

  山陽小野田市赤崎三丁目４５９３番地２０ 

 

２ 緊急安全措置の内容 

電気引込線の撤去 

 

３ 緊急安全措置の実施日 

令和６年４月１８日 

 

４ 緊急安全措置を講じた理由 

引込線にツタ等が絡まり、電線に到達し停電等を引き起こす恐れがあったため。 

 

５ 緊急安全措置に要した費用 

なし 

 

６ 所有者等の費用負担に関する事項 

なし 

 

 


